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【恵庭市水防計画の修正（案）について】 

１．修正の趣旨 

北海道水防計画の修正、国土交通省水防計画作成の手引き等に基づき、恵庭市水防

計画の所要の修正を行う。 

２．修正の概要 

目的、用語の定義、水防の責任、水防活動に用いられる予報及び警報、雨量・水位

等の情報収集、大規模氾濫減災協議会、水防訓練等に関する事項の修正。 

３．修正内容一覧 

別紙参照。 

資料２ 
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別紙 
恵庭市水防計画修正内容一覧 

NO 対照表貢 章 該当項目 修正内容 

１ １ 第１章 第１節 目的 

水防計画作成の手引きを参考に、指定水防

管理団体の水防計画を策定するといった内

容を追加し修正。 

２ １-６ 第１章 第２節 用語の定義 
水防計画作成の手引きを参考に、法の条文

等を引用内容を確認し修正。 

３ ６-13 第１章 

第３節 水防の責任及び処

理すべき事務又は業務の大

綱 

水防計画作成の手引きを参考に、法に規定

されている水防に関係する各主体の責任、

義務、またそれに関連する主な事務内容に

ついて確認し修正。 

４ 13-14 第２章 
第１節 水防活動に用いら

れる予報及び警報等の種類 

北海道水防計画修正案において、水防活動

に用いる警報名等を明示するよう種類欄の

名称を「水防活動用」に統一したことに伴

い修正（札幌管区気象台修正提案事項）。 

５ 14 第２章 
第２節 水防活動の利用に

適合する予報及び警報等 

北海道水防計画修正案において、河川名の

欄で洪水予報区が混在した記載となってい

たため「洪水予報区名」「対象指定河川名」

の事項を追加したことに伴い修正（札幌管

区気象台修正提案事項）。 

６ 15 第２章 

第４節 水防警報 

２ 水防警報の種類、内容

及び発表基準 

北海道水防計画修正案において、北海道水

防警報実施要綱との文言統一を図るため修

正されたため修正（北海道建設部修正提案

事項）。 

７ 16 第３章 雨量・水位等の情報収集 

水防計画作成の手引きを参考に、最新の気

象予報や雨量、水位等の観測成果の情報収

集先についてウェブサイトのアドレス等を

更新、追記し修正。 

８ 17 第７章 
第１節 重要水防箇所の巡

視及び警戒 
レイアウト修正（恵庭市） 

９ 18-20 第８章 
水防管理団体の組織 

３ 大規模氾濫減災協議会 

水防計画作成の手引きを参考に、大規模氾

濫減災協議会及び都道府県大規模氾濫減災

協議会について、協議が調った事項は水防

計画作成者の責任においてこれを実施する

責務を負うため記述。 
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10 20 第14章 水防訓練 
北海道水防計画に記載のある道の水防訓練

に関する事項を追記し修正。 


